
　厚生労働省

死亡 死傷者 死亡 死傷者 増減数 増減率
0 37 0 38 -1 -2.6%
0 9 0 10 -1 -10.0%

食料品製造業 0 1 0 2 -1 -50.0%
繊維工業 0 0 0 0 0 ±0

0 0 0 0 0 ±0
木材・木製品製造業 0 0 0 1 -1 -100.0%
家具・装備品製造業 0 0 0 0 0 ±0
パルプ・紙・加工品製造業 0 0 0 0 0 ±0
印刷製本業 0 0 0 0 0 ±0
化学工業 0 0 0 1 -1 -100.0%
窯業・土石製品製造業 0 0 0 0 0 ±0

0 1 0 1 0 ±0
非鉄金属製造業 0 0 0 0 0 ±0
金属製品製造業 0 2 0 2 0 ±0
一般機械器具製造業 0 1 0 1 0 ±0
電気機械器具製造業 0 1 0 0 1 +∞
輸送用機械器具製造業 0 3 0 1 2 +200.0%
電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 ±0
その他の製造業 0 0 0 1 -1 -100.0%

0 0 0 0 0 ±0
0 3 0 7 -4 -57.1%

土木工事業 0 1 0 1 0 ±0
建築工事業 0 0 0 2 -2 -100.0%

木造家屋建築工事業 0 0 0 1 -1 -100.0%
その他の建設業 0 2 0 4 -2 -50.0%

0 4 0 3 1 +33.3%
鉄道・軌道・水運・航空業 0 0 0 0 0 ±0
道路旅客運送業 0 0 0 0 0 ±0
道路貨物運送業 0 4 0 2 2 +100.0%
その他の運輸交通 0 0 0 1 -1 -100.0%

0 0 0 0 0 ±0
0 0 0 0 0 ±0
0 0 0 0 0 ±0
0 1 0 1 0 ±0
0 1 0 0 1 +∞
0 0 0 1 -1 -100.0%
0 0 0 0 0 ±0
0 20 0 17 3 +17.6%
0 10 0 4 6 +150.0%

卸売業 0 3 0 2 1 +50.0%
小売業 0 7 0 2 5 +250.0%
その他の商業 0 0 0 0 0 ±0

0 1 0 0 1 +∞
0 0 0 0 0 ±0
0 1 0 1 0 ±0
0 0 0 0 0 ±0
0 4 0 5 -1 -20.0%

社会福祉施設 0 3 0 3 0 ±0
0 1 0 2 -1 -50.0%
0 2 0 3 -1 -33.3%
0 0 0 0 0 ±0
0 1 0 2 -1 -50.0%

運　輸　交　通　業　小　計

貨　物　取　扱　業　小　計

建　設　業　小　計
鉱　業　小　計

　　　　　　　下松労働基準監督署管内の労働災害発生状況　

　　　　　　　年度・程度別 令和8年 令和7年 対前年比
業種別
全　産　業　合　計
製　造　業　小　計

衣服その他の繊維業

鉄鋼業

令和8年5月末現在  

陸上貨物
港湾運送業

農　林　業　小　計
農業
林業

畜　産　・　水　産　業　小　計

第　３　次　産　業　小　計
商　業　小　計

映画・演劇業
通信業
教育・研究業
保　健　衛　生　業　小　計

接客娯楽業
清掃・と畜業
官公署
その他の事業
※１ 新型コロナウイルス感染症への罹患を除く。※２ 死傷者数は休業４日以上のもの。

P1

金融広告業



　厚生労働省

死亡 死傷者 死亡 死傷者 増減数 増減率
転倒 0 9 0 19 -10 -52.6%

はさまれ・巻き込まれ 0 6 0 5 1 +20.0%
墜落・転落 0 5 0 5 0 ±0

0 0 0 2 -2 -100.0%

３．災害防止関連資料・関連HP等

①　令和８年度「全国安全週間」を７月に実施（厚労省HP）

②　ストレスチェック義務化（労働者数50人未満）（厚労省ＨＰ）

③　山口産業保健総合支援センターＨＰ

④　職場における熱中症予防対策（山口労働局HP)

〇 山口労働局・ハローワーク下松・ハローワーク柳井からのお知らせ

下松労働基準監督署からのお知らせ

令和8年5月末現在  

下松労働基準監督署管内の労働災害発生状況

　厚生労働省では７月１日から１週間、「全国安全週間」を実施します。６月１日から30
日までをその準備期間とし、各職場における巡視や総点検の実施などの全国安全週間にふ
さわしい取り組みを下記①に掲載されている実施要綱を参考に実施してください。
　　　　～令和８年度「全国安全週間」スローガン～
　　　　　　　多様な人材　全員参加　みんなで育てる安全職場

１．全国安全週間について

年度・程度別 令和8年 令和7年 対前年比
事故の型別トップ３（令和８年）

1
2
3
（参考）新型コロナウィルス感染

事故の型別労働災害発生状況

事故の型別（令和8年5月末） 事故の型別（令和7年5月末）

２．労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェック義務化について

　昨年度の労働安全衛生法の改正により、労働者数50人未満の事業場に対してストレス
チェックの実施が義務化されたところです。
　本件について、施行日が　令和１０年４月１日　となりました。
　産業保健総合支援センター等を活用し、ストレスチェック制度導入の準備を進めてくだ
さい。

山口労働局ホームページからいち早く情報発信中！こちらの二次元コードから、是非ご覧ください

　　　　ハローワーク下松からのお知らせ ハローワーク柳井からのお知らせ

山口労働局HP　安全衛生関係
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71713.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html
https://www.yamaguchis.johas.go.jp/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/nettyuusyouyobou.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/11098.html#kudamatsu
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/kudamatsu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/yanai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/yanai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/kudamatsu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/roudoukyoku/yanai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei.html

